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表
 

 施
設
名
：
上
天
草
市
姫
戸
白
嶽
森
林
公
園
、
上
天
草
市
姫
戸
小
島
公
園
及
び
上
天
草
市
姫
戸
諏
訪
公
園
 

選
定
項
目
 

審
査
項
目
 

配
 
 
点
 

指
定
管
理
 

候
補
者
名
 

【
三
勢
・
ひ
と
づ
く
り
く

ま
も
と
ネ
ッ
ト
・
祐
和
會

共
同
企
業
体
】
 

 

【
あ
ま
く
さ
レ
ジ
ャ
ー

パ
ー
ク
合
同
会
社
】
 

 
事

業
計

画
書

の
内

容
が

、
住

民
の

平
等

な
利

用
を

確
保

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

で
あ
る
か
。
 

・
施

設
の

設
置

目
的

及
び

市
が

示
し

た
管

理
の

方
針
 

適
・
否
 

適
 

適
 

・
住
民
の
施
設
の
平
等
な
利
用
の
確
保
 

１
 

事
業
計
画
書
の
内
容
が
、
当
該
公
の

施
設

の
効

用
を

最
大

限
に

発
揮

さ

せ
る
も
の
で
あ
る
か
。
 

 

・
利

用
者

の
増

加
を

図
る

た
め

の
具

体
的

手
法

及
び
期
待
さ
れ
る
効
果
 

２
８
０
 

（
3
5
点
＊
8
名
）
 

１
８
２
．
５
点
 

１
８
８
点
 

・
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

を
図

る
た

め
の

具
体

的
手

法
及
び
期
待
さ
れ
る
効
果
 

・
施

設
の

維
持

管
理

の
内

容
、

適
格

性
及

び
実

現
の
可
能
性
 

２
 

事
業
計
画
書
の
内
容
が
、
管
理
に
か

か
る

経
費

の
縮

減
が

図
ら

れ
る

も

の
で
あ
る
か
。
 

・
施
設
の
管
理
運
営
に
係
る
経
費
の
内
容
 

２
０
０
 

（
2
5
点
＊
8
名
）
 

１
１
７
点
 

９
４
点
 

・
収

支
計

画
の

内
容

、
適

格
性

及
び

実
現

の
可

能
性
 

３
 

事
業

計
画

に
沿

っ
た

管
理

を
安

定

し
て

行
う

た
め

に
必

要
な

人
員

及

び
財
政
的
基
礎
を
有
し
て
い
る
か
。
 

・
安
定
的
な
運
営
が
可
能
と
な
る
人
的
能
力
 

２
４
０
 

（
3
0
点
＊
8
名
）
 

１
７
４
点
 

１
２
７
点
 

・
安
定
的
な
運
営
が
可
能
と
な
る
経
理
的
基
盤
 

・
類
似
施
設
の
運
営
実
績
 

４
 

そ
の
他
、
当
該
公
の
施
設
の
設
置
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
と

認

め
る
事
項
 

・
地
元
雇
用
・
地
域
貢
献
に
取
り
組
む
姿
勢
 

８
０
 

（
1
0
点
＊
8
名
）
 

５
４
．
５
点
 

５
９
．
５
点
 

合
計
点
 

８
０
０
 

（
1
0
0
点
＊
8
名
）
 

５
２
８
点
 

４
６
８
．
５
点
 

 


